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NEDO 技術開発機構の 提案公募型で 実施されている 競争的研究開発資金をべ ー スとする研究開発助成事業として、 大 
学 ・研究機関の 技術シーズを 発掘する「産業技術研究助成事業」及び 産学連携に基づく 実用化に向けた 研究開発助成事 
業「大学 発 事業創出実用化研究開発事業」があ るが、 助成先の大学・ 研究機関及び 関係企業に対するアンケート 結果に 
基づく大学・ 研究機関における 産学連携の現状、 産業界側の産学連携に 対する現状認識等を 分析し、 産学連携のさらな 
る 推進に向けての 競争的研究開発資金をべ ー スとする助成事業の 今後の課題について 検討を行った。 

1 . はじめに 

我が国にとって 、 絶えざる技術革新の 創出により持続的に 成長する社会を 実現することが 重要な課題とな 
っている。 このような技術革新と 需要創出の好循環を 本格化させるためには、 技術シーズを 担う大学や公的 
研究機関において、 個々の研究者の 自由な発想を 活かしつつ、 研究の出口を 見据えた研究開発を 推進すると 
ともに、 大学等の研究成果と 起業者・支援者等とをマッチンバする 産学連携を推進していくことが 効果的と 
考えられる。 

技術革新の源泉となる 大学等の研究開発成果の 水準が一層向上し、 研究者の能力が 最大限に発揮されるた 
めには、 競争的な研究開発環境の 形成が効果的であ り、 近年、 競争的研究開発資金 * の 実効あ る活用の推進に 
注目が集まっている。 競争的研究開発資金の 充実を図る際には、 若手研究者向けの 競争的研究開発資金の 拡 

充 により、 若手研究者の 独立性を確立し、 より流動的な 環境の中で研究が 進められ、 我が国の若手研究者の 
活性化を推進することが 重要と指摘されているところであ る。 

このような中、 NEDO 技術開発機構 ( 独立行政法人新エネルギー・ 産業技術総合開発機構 ) においては、 
競争的な環境下で、 情報通信、 ナノテクノロジー・ 材料技術、 製造技術、 ライフサ ィェシ スなどの産業技術 
やエネルギー、 環境分野に関して、 産業界や社会のニーズに 応える独創的かっ 革新的なテーマを 提案した 若 

手 研究者又は若手研究者チームを 選定して助成する「産業技術研究助成事業 ( 以下「 産技 助成」と称す ) 」を 

平成 1 2 年度より運用するとともに、 「企業のニーズ」と「大学のシーズ」とがマッチンバした 産学連携によ 
る実用化研究開発のテーマを 公募・選定して、 技術移転機関 (TLO 等 ) を介して大学等の 実用化研究開発 
を 助成する「大学 発 事業創出実用化研究開発事業」 ( 以下「 TLO マッチンバファンド」と 称す ) を平成 1 4 
年度から運用している。 

産技 助成は、 若手研究者 ( 満 4 0 歳未満または 研究分野を変更して 5 年以内の研究者 ) 又は若手研究者の 
チームが行う 2 年間又は 3 年間の研究開発に 対して、 2 年間の研究開発では 直接研究費を 3.000 万円まで、 

3 年間の研究開発では 直接研究費 費を 4.000 万円まで助成し、 さらに直接経費の 3 0% を間接経費として 助 

成する制度であ る。 一方、 TLO マッチンバファンドは、 企業が技術移転機関 (TL0 等 ) を通じて大学等 

の 3 年以内の研究開発の 資金を提供する 場合に、 TLO 等にその提供資金の 倍額を上限として 助成し、 TL 
0 等を介して大学等の 研究開発を支援する 制度であ り、 助成終了後 2 年以内に、 企業が大学の 研究開発の成 
果を実用化することを 目標としている。 

産技 助成は制度発足から 5 年目、 TLO マッチンバファンドは 3 年目を迎えており、 各々の制度のこれま 
での実施状況を 概観しつつ、 産学連携への 取り組みに関する 研究者及び企業の 現状認識等についてアンケー 
ト結果を分析し、 両制度をより 的確に運用し、 実効性のあ るものとするための 研究開発マネジメントの 課題 
について検討した。 

* 競争的研究開発資金とは、 資金配分主体が、 広く研究開発課題等を 募り、 提案された課題の 中から、 専門家を含む 複 
数の者による、 科学的・技術的な 観点を中心とした 評価に基づいて 実施すべき課題を 採択し、 研究者等に配分する 研 
究 開発資金をいう。 
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2. 産技 助成、 TLO マッチンバファンドの 実施の概況 
2 一 1. 制度運用の変更 
産技 助成と TLO マッチンバファンドによる 研究開発助成制度への 申請件数、 採択件数及び 倍率を表 1 、 

2 及び図 1 、 2 に示す。 産技 助成、 TLO マッチンバファンド 共に近年、 申請件数が延び 倍率も上昇してい 

る。 
この背景としては、 産技 助成の場合、 平成 1 5 年度から継続研究制度を 導入し、 優れた研究については 2 

年間延長して 最長 5 年間継続できるようにしたこと、 平成 1 6 年度から若手研究者の 年齢制限を満 3 5 歳未 
満から満 4 0 歳未満へと上げたことがあ る。 さらに、 NEDO 技術開発機構が 平成 1 5 年 1 0 月から独立待 
政法人化し、 運営費交付金による 研究開発制度を 執行することとなり、 複数年交付決定の 導入により会計年 
度の枠にとらわれない 研究開発期間を 設定することができるようになったことに 加え、 年 2 回公募を平成 1 
6 年度から開始したことが 挙げられる。 

継続研究制度の 導入の実績として、 平成 1 5 年度には 1 2 件、 平成 1 6 年度には 1 4 件と終了案件の 1 割 
程度が優れた 研究と評価され、 継続研究となっている。 

TLO マッチンバファンドの 場合、 平成 1 5 年 1 0 月の NEDCM 技術開発機構の 独立行政法人化に 伴い、 
春と秋の年 2 回公募を平成 1 6 年度から開始したことに 加え、 3 年間の研究開発については 単年度契約では 
なく 2 年契約を導入し、 事業遂行が十分に 行われる 様 措置を執ったことが 挙げられる。 
応募倍率の上昇は、 制度運用の変更が 競争的環境の 下で行われている 研究開発制度に 与える影響は 大きい 

ことを示しているものと 考えられ、 また、 上記のような 制度運用の変更が 改善であ ったことを示唆するもの 
と 見ることができる。 

表 1 : 産技 助成の申請Ⅰ採択件数 表 2 汀 Ⅰ 0 マッチンバファンドの 申請 / 採択件数 

年度 申請件数 採択件数 倍率   

平成 14 年度 154 Ⅰ 06 l.5 

  平成 ]5 年度 39 13 3.0 

平成 16 ヰ皮 73 Ⅰ 7 4.3 
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図 1 : 産 扶助成の応募倍率の 推移 図 2 : TLO マッチンバファンドの 応募倍率の推移 

米 但し、 平成 ]6 年度 (2) については、 現在審査中につき 
申請件数のみ 
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2 一 2. 制度運用の成果 
産技 助成は制度発足から 5 年目、 TLO マッチンバファンドは 3 年目と、 制度の実績を 研究成果の実用化、 

新産業・市場創出の 観点から語るには 時期尚早ではあ るものの、 選抜助成における 研究論文数は 延べ 6 9 6 

件 、 特許出願件数は 延べ 1 9 9 件にのぼっている ( 表 3) 。 平成 1 5 年度までに産 技 助成を終了した 研究者を 
対象としたアンケート ** によれば、 5 G% の 研究者の方々が 既に特許を申請していると 回答している ( 図 3)0 
TLO マッチンバファンドにおいては、 TLO が特許化した 研究成果を企業にライセンス 供与しているケー 

スも 2 9 件にのぼっている ( 表 4) 。 今後、 さらなる知的財産等の 創出と、 近い将来の実用化が 期待される。   
表 3 : 産技 助成における 研究論文及び 特許出願件数 

年度 論文 致 特許出願 数 

平成 ]2 年度 259 90 
  
  

平成に年度 1 91 43 

  平成 14 年度 208 60 
  

平成 15 年度 38   

表 4 汀 Ⅰ 0 マッチンバファンドにおける 丁 Ⅰ 0 等に帰属した 知的財産権 
曲 特許申請したものがあ る 

案件採択年度 キ 異星 硅目笘乳 実施件数 供与 数 ライセンス 料 ( 千円 ) ■特許由話はない   
  

平成 14 年度 298   29 5. Ⅰ 75 

      
図 3: 平成 一 15 一 年度度扶助成終了者の 

平成 ]5 年度   % き i 午 申請状況 
( 平成 16 年 7 月アンケート 結果 ) 

3. 研究者の声 
産技 助成を平成 1 5 年度までに終了した 研究者を対象としたアンケートを 本年 7 月に実施し、 産学連携へ 

の 意識を調査した。 

助成対象の研究の 実施に当たって、 産業界との連携を 意識したと回答した 若手研究者は 8 6%0 にの ぼ り ( 図 

4) 、 若手研究者の 産学連携への 意識の高さが 浮き彫りとなった。 また、 産業界との連携がうまくいった 若手 
研究者はその 内、 6 1 % にのぼっている ( 図 5)0 

また、 既に特許を申請していると 回答した 5 Q% の 若手研究者の 内、 2 Q% が 産業界に技術移転している 
と 回答している ( 図 6)0 
今後とも、 若手研究者への 競争的環境下での 産業技術の研究開発支援は、 若手研究者の 産学連携の意識の 

向上を図り、 産学連携の促進に 資することが 期待される。           
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図 4 平成 15 ヰ皮 産 扶助成終了者の 図 5. 平成 15 年度度扶助成終了者の 図 6. 平成 15 年度達枝助成終了者の 
産業界との連携への 意識 産業界との連携達成状況 産業界への技術移転の 実施状況 
( 平成 16 年 7 月アンケート 結果 ) ( 平成 16 年 7 月アンケート 結果 ) ( 平成 16 ヰ 7 月アンケート 結果 ) 

4. 企業から見た 産学連携の状況 
本年 7 月に、 NEDO 技術開発機構が 助成あ るいは委託している 代表的な企業 1 00 社の研究開発マネジ 

メントに携わる 方々を中心に 、 様々な観点からのインタビューを 実施した。 その中で、 産学連携の現況に 対 

する意識についてもヒアリンバを 行った。 産学連携の必要性や 大学の知財への 意識の高まりについては 全体 

的に評価しているが、 一方で、 以下のような 懸念を表明する 企業が多数あ った。 
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①大学の知的財産・ 特許の取扱いについて 不安があ る 大学の独法化によって 知財の囲込みが 図られるのではないか、 ガチガチになりすぎて 却 て ビ ジ 

ネ、 ス がしづらくならないか。 

②大学の本来の 目的であ る サ イェン ス がおろそかにならないか ? 
実用化を意識するようになったのはいいが、 あ まりに産業化・ 実用化に寄りすぎて、 大学として 

の役割であ る基礎研究・サイエンス、 また人材育成の 部分が希薄になっているのではないか。 

また、 技術移転機関 (TLO 等 ) に関しては、 TLCM の有する特許で 企業化できるものは 必ずしも多くはな 
い、 という声や、 これまでは直接大学の 先生とコンタクトをとっていたのに、 TLO が間に入ってくること 

でやりにくくなったという 意見が多くあ った。 
一方、 大学の技術シーズ と 企業における 実用化よりの 研究シーズの 間に隔たりがあ り、 今後、 話し合いの 

場を設け、 シーズ・ニーズマッチンバを 図っていく必要があ るのではという、 産学連携促進への 期待感を表 

明する企業もあ った。 企業側も産学連携の 必要性を強く 感じていることが 読みとれる。 

大学等の法人化や 研究成果の機関帰属化にあ れせて、 大学と企業との 関係が従来の「個人対組織」の 関係 
から大学等法人を 相手とした「組織 対 組織」の契約に 基づく関係に 移行する過渡期であ るが故に生まれてく 
る産業界側の 不安が大きいことが、 上記の 1 0 0 社インタビューから 浮き彫りとなった 産学連携に対する 意 

識の背景として 考えられる。 
今後、 産学連携の実績を 一歩一歩積み 重ね、 産学の双方の 意識が高まり、 産学連携の深化による 相乗効果 

が生み出される 環境が形成されるよう、 NEDO 技術開発機構としても、 競争的研究資金をべ ー スとした 研 

究 開発助成の効果的運用を 通して貢献していくことが 重要と考えている。 

5. 今後の課題 

競争的研究開発資金を 効果的に運用し、 産学連携を深化させていくためには、 研究開発助成制度の 不断の 
改善に取り組んでいくことが 大前提であ る。 産技 助成を受けている 若手研究者の 声を継続的に 聞きつつ、 引 

き 続き、 若手研究者からの 技術シーズの 発掘をより一層タイムリ 一に行う制度的環境整備を 行っていくこと 
が重要であ り、 また、 本年実施予定の TLO マッチンバファンドを 受けている TLO 等及び関係する 大学、 
資金提供者等の 企業に対するアンケートの 結果を踏まえて、 TLO マッチンバファンドに 関する所要の 制度 
改善に取り組んでいく 考えであ る。 

このような制度そのものの 改善に加えて、 産技 助成においては「 産技 助成研究者と 企業との懇話会」を 開 
催し、 産学のマッチンバの 効果的な機会を 作っていくとともに、 産技 助成事業の NEDO プロジェクトに 発 
屈 させることが 期待できる優れた 研究については、 積極的にプロジェクト 形成に向けての 先導調査を実施し、 

企業との連携を 構築して、 NEDO プロジェクトに 結びつけていくなど、 NEDCU 技術開発機構の 研究開発 
スキームを有機的に 活用し 、 学のシーズの 発掘・萌芽から 産業技術への 活用のフェーズ へと NEDO として 

育て上げる積極的な 研究開発プロジェクト・マネジメントを 展開していくことが 効果的と考えている。 
また、 TLO マッチンバファンドにおいては、 マッチンバの 主体であ る産 ( 企業 ) と学 ( 大学 ) の関心を 

高め、 優れたマッチンバ 案件の応募を 一層促進していくこ ヒ が重要であ ることに鑑み、 TLO マッチンバフ 

ァンドの制度の 企業等への広報により 一層 力 を入れていくとともに、 事業終了後の 実用化に向けた TLO . 

産・学の姉極の 取り組みを NEDO 技術開発機構として 如何に効果的にフォローアップ 支援していくかを 検 

訂 していく考えであ る。 
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